
 

 

人 事 課 

 

議案第３号 

港区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

１ 目  的 

  「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行に伴い、特殊勤務手当の

訪問指導業務手当に関する規定を整備します。 

 

 

２ 改正内容 

  職員が生活指導等の訪問業務を行った際に支給対象となる訪問指導業務手当の支

給対象者の名称を、売春防止法に定められていた「婦人相談員」から、困難な問題を

抱える女性への支援に関する法律に定められる「女性相談支援員」に変更します。 

 

○支給対象者の名称変更 

改正前の名称 改正後の名称 

婦人相談員 

（売春防止法） 

女性相談支援員 

（困難な問題を抱える女性への 

支援に関する法律） 

 

 

３ 施行期日 

令和６年４月１日 
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